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し
、
と
れ
に
六
を
乗
じ
て
計
葬
し
た
金
額
と
す
る
。

当
該
連
結
子
法
人
の
当
該
連
結
事
業
年
度
額
鎮
の
自
の
前
日
の
属
す
る
連
結
事
業
年
度
の
連
締
法
人
税
個
和
知
露
支

-
払
額
で
当
該
隣
始
の
日
以
後
六
月
を
経
識
し
た
日
の
前
お
ま
で
に
確
窓
し
た
当
該
前
漉
絡
事
業
年
度
の
連
結
確
定
申
告

明
一
刊
に
記
載
す
べ
き
第
八
十
一
条
の
二
十
二
第
占
環
鱗
ニ
号
に
縄
げ
る
金
額
に
係
る
も
の

E

当
該
藤
紘
子
法
人
{
当
該
連
結
事
業
年
境
開
始
の
日
の

自
か
ら
当
該
関
拾
の
日
以
後
六
月
を
級
渦
し
た 

の
前
日

ま
で
の
顛
問
内
に
第
一
西
条
の
丑
第
一
一
項
第
由
努
に
掲
げ
る
事
実
(
残
余
財
産
の
確
定
に
限
る
。
)
が
生
じ
た
も
の
及
び

当
該
開
始
の 

か
ら
当
該
経
過
し
た
日
ま
で
の
期
間
内
に
連
結
内
合
併
(
連
結
子
法
人
を
被
合
併
法
人
と
し
、
当
該
連

w

結
子
法
人
と
の
聞
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
他
の
連
締
法
人
を
合
議
法
人
と
す
る
合
併
並
び
に
迷
結
子
法
人
及
び

当
該
漣
結
子
法
人
と
の
間
に
連
絡
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
組
の
連
結
子
法
人
を
被
合
併
法
人
と
す
る
合
併
で
法
人
を
設

立
す
る
も
の
を
い
う
。
築
部
項
及
、
び
第
六
現
に
お
い
て
部
門
じ
。
〉
に
よ
り
解
散
し
た
も
の
を
除
く
。
)

の
当
該
連
絡
事

業
年
度
開
始
の
認
の
前
日
の
闘
す
る
連
結
事
業
年
農
の
連
結
法
人
税
個
別
帰
燐
受
取
額
〈
各
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所

得
に
対
す
る
法
人
税
の
減
少
額
と
し
て
当
該
連
結
子
法
人
に
帰
せ
ら
れ
る
金
額
と
し
て
前
条
第
一
羽
の
規
定
に
よ
り
計

算
さ
れ
る
金
額
そ
い
う
。
)
で 
コ
該
間
開
始
の
日
以
後
六
月
そ
経
過
し
た
自
の
前
日
ま
で
に
確
定
し
た
当
絞
前
連
結
事
業

B



主

年
度
の
連
結
確
定
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
第
八
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
も
の

4 
第
八
ナ
一
-
条
の
す
九
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

L
第
一
、
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
同
項
の
連
結
親
法
人
若
し
く
は
連
結
子
法
人
(
当
該
連
結

親
法
人
の
同
項
の
連
結
事
業
年
度
開
始
の
時
(
連
結
内
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
連
結
子
法
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
始

の
時
と
当
該
連
結
内
合
併
の
時
と
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
時
)
か
ら
当
該
開
始
の
日
以
後
六
月
を
経
過
し
た
日
の
前
日
ま

で
当
該
連
結
親
法
人
と
の
聞
に
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
連
結
完
全
支
配
関
係
が
継
続
し
て
い
た
連
結
子
法
人
に
限

る
。
)
を
合
併
法
人
と
す
る
合
併
(
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
行
わ
れ
る
合
併
に
あ
っ
て
は
適
格
合
併
(
法
人
を
設
立

す
る
あ
の
を
除
く
。
)
に
限
り
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
行
わ
れ
る
合
併
に
あ
っ
て
は
連
結
内
合
併
及

び
適
格
合
併
(
連
結
内
合
併
及
び
連
結
親
法
人
を
設
立
す
る
も
の
を
除
く
。
)
に
限
る
。
)
が
行
わ
れ
た
と
き
又
は
第
二

号
若 

く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
当
該
連
結
親
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
子
法
人
の
残
余

財
産
が
確
定
し
た
乙
き
は
え
そ
の
連
結
親
法
大
が
提
出
す
ぺ
き
当
該
連
結
事
業
年
度
の
連
結
中
間
申
告
書
に
つ
い
で
は
、

同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
は
、
同
号
、
川
前
三
項
及
び
次
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乙
れ
白
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
に
相
当
す
る
金
額
に
当
該
各
号
?
巳
定
め
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。
'
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一
鎖
市
議
の
鴻
絡
事
築
年
演
会
概
初
灘
結
綴
法
人
事
業
年
度
に
限
る
。
)
開
始
の
日
の
前
日
の
繍
ず
る
事
業
年
援
又
誌

h
i
t
p

川
雄
結
事
業
年
議
場
誠
会
併
に
繰
る
被
合
併
法
人
の
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
識
も
新
し
い
事
幾
年
度
又
は
連
結
事
業

い
今
年
度
ロ
係
る
も
の
{
次
壌
に
お
い
て
吋
被
合
併
法
大
の
確
定
法
人
税
撤
等
同
ど
い
ろ 
o
r

〉
:
そ
そ
の
許
算
の
議
礎
と
な
っ

た
当
該
被
合
併
法
人
の
事
業
年
議
文
は
議
結
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
、
乙
れ
に
当
該
連
結
親
法
人
又
は
連
絡
子
法
人

切
の
当
該
開
始
の

の
前
例

業
年
産
又
は
連
結
事
業
年
震
回
開
始
の
日
か
ら
当
該
合
併
の 

の
前 

ま
で
の
期
間
刑
の
月
数
の
都
合
立
大
を
乗
じ
た
数
を

H

H

の
議
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
の
月
数
の
う
ち
に
占
め
る
当
該
議
行
の
崩
ず
る
事

乗
じ
て
計
算
し
た
金
頭

イ
当
該
連
結
事
業
年
度
開
絵
の
日
の
一
年
前
の
日
以
後
に
終
了
し
た
各
事
業
年
度
(
そ
の
ロ
パ
数
が
六
月
に
議
た
な
い

も
の
を
除
く
。
)

の
確
定
法
人
税
額
で
当
該
開
始
の
日
以
後
六
月
を
経
過
し
た
臼
の
議
日
ま
で
に
確
定
し
た
も
の

H

当
該
連
結
卒
業
年
愛
情
拾
の 

の
一
年
前
の
日
以
後
に
終
了
し
た
各
連
結
事
業
年
蔑
(
そ
の
丹
数
が
六

な
い
も
の
を
除
く
。
〉
の
当
該
被
合
併
法
人
の
連
締
法
人
税
個
別
帰
購
支
払
額
で
当
該
間
開
始
の
呂
以
後
六
月
を
経
通

し
た
日
の
前
呂
ま
で
記
雄
定
し
た
各
連
結
事
業
年
度
の
連
結
確
定
巾
告
審
に
記
載
す
べ
き
第
八
十
一
条
の
二
十
一
一
第

A

一
一
明
第
二
号
に
掲
げ
る 

税
額
に
採
る
も
の

八

ロ

o 


{。
 

己
満
た



;i]， 

一
一
寸
第
一
項
の
連
結
事
業
年
度
(
最
初
連
結
親
法
人
事
業
年
度
を
除
く
。
)

の
鶴
連
結
事
業
年
度

当
談
合
併
に
係
る
被

J 合
併
法
人
又
は
当
該
残
余
財
産
が
確
定
し
た
連
結
子
法
人
の
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
議
も
新
し
い
挙
業
年
鹿
又
は
遡

結
事
業
年
度
に
係
る
も
の
、
(
次
号
に
お
い
で

「
被
合
併
法
人
等
の
確
定
法
人
税
額
等
」
と
い
う
。
)
を
そ
の
計
算
の
碁

礎
と
な
っ
た
当
該
被
合
併
法
人
又
は
当
該
残
余
財
産
が
確
定
し
た
連
結
子
法
人
の
事
業
年
農
又
は
連
結
事
業
年
度
の
月

数
で
除
し
、
と
れ
に
当
該
連
結
親
法
人
の
当
該
前
連
結
事
業
年
衰
の
足
数
の
う
ち
に
占
め
る
当
該
前
連
結
事
業
年
度
開

始
の
日
か
白
当
該
合
併
の
日
の
前
自
又
は
当
該
残
余
計
潟
産
の
確
定
の
自
ま
で
の
期
間
の
月
数
の
割
合
に
六
を
乗
じ
た
数

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額 

E

十
羽
接
連
結
事
業
年
度
開
始
の 

の
一
年
訴
の

以
後
に
始
終
了
し
た
各
事
業
年
度
(
当
該
被
合
併
法
人
(
連
結
内
合


併
に
係
る
被
合
併
法
人
を
料
開
く
。
)

の
各
一
事
業
年
援
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
丹
数
が
六
月
に
満
た
な
い
も
の
を
除


く
。
)
の
確
定
法
人
税
額
で
当
該
欝
蛤
の
日
以
後
六

を
経
通
し
た
自
の

自
ま
で
に
確
定
し
た
も
の


日
当
該
連
結
事
業
年
疫
開
始
の
自
の
一
年
前
の
日
以
後
に
終
了
し
た
各
連
結
事
業
年
護
〈
当
誠
被
合
併
法
人
(
連
結

内
合
併
に
係
る
被
合
併
法
人
を
験
く
。
〉

の
各
連
結
事
業
年
擦
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
月
数
が
六
月
に
満
た
な
い
も
の

そ
除
く
。
〉
の
当
核
被
合
併
法
人
又
は
お
設
残
余
鍛
慈
が
諜
窓
し
た
連
結
子
法
人
の
連
結
法
人
税
制
制
別
帰
属
支
払
概

C 
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で
浅
鍛
鵠
始
の
日
以
後
六
月
中
村
山
総
議
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
確
定
し
た
各
連
結
事
業
年
擦
の
連
絡
確
定
申
告
警
に
記

載
す
べ
き
第
八
十
一
条
の
一
一

一
一
第
一
瑛
第
一
一
号
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
も
の

一
二
人
当
骸
遡
絡
事
業
年
度
間
開
始
の
告
か
ら

倍
以
後
六
月
を
経
過
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間

当
談
合
併
又
は
当
該
残

E

余
財
産
の
確
定
に
採
る
被
合
併
法
人
等
の
確
定
法
人
税
額
等
を
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
当
談
合
併
に
孫
る
被
合
併

法
人
又
は
当
該
鶏
余
獄 
盤
が
議
定
し
た
連
結
子
法
人
の
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
撲
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に
当
該

E

合
併
の
白
か
ら
当
該
六
月
を
経
過
し
た
自
の
前
日
ま
で
又
は
当
該
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
六
月
を
経

z

過
し
た 

の
詰 

ま
で
の
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

第
一
項
の
場
合
に
お

で
、
日
月
項
の
達
結
親
法
人
が
問
項
の
連
結
事
業
年
度
開
始
の
自
に
行
わ
れ
た
遺
落
合
併
(
法
人

を
設
立
す
る
も
の
に
罷
る
。
)
に
係
る
合
併
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
連
結
罪
法
人
が
提
出
す
べ
き
当
該
連
結
事
業
年

度
の
連
結
小
間
申
告
書
記
つ
い
て
は
、
時
現
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
適
格
合
併

に
係
る
被
合
併
法
人
の
確
定
法
人
説
額
等
を
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
当
該
適
務
合
併
に
係
る
被
合
併
法
人
の
事
業
年

度
況
は
議
結
事
業
年
撲
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に
六
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
と
同
号
イ
及
び
ロ
に
拙
掲
げ
る
金

鱗
の
合
計
綴
と
を
合
計
し
た
金
額
と
す
る
。 

O 
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も「

金
額

(ー 

第
一
墳
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
が
第
三
号
か
ら
第

号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
そ
議
え
る

と
さ
は
、
誇
項
の
連
結
親
法
人
が
搬
出
す
べ
き
跨
瑠
ハ
の
連
総
事
築
年
産
の
連
結
中
間
申
告
議
に
つ
い
て
辻
、
湖
頃
第
一
号

に
掲
げ
る
金
額
は
、
詞
号
及
び
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

に
梧
当
で
す
る
金
額
に
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
を
加
算
し
た
金
額
、
と
す
る
。

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
当
該
連
続
事
業
年
震
の
前
連
結
事
業
年
肢
の
月
数
で
験
し
、
こ
れ
は
ん
ハ
を
乗
じ
て

計
算
し
た
金
観

連
絡
確
定
法
人
税
額
を
当
該
連
結
事
業
年
壌
の
前
連
結
事
業
停
授
の
月
数
で
除
し
、
こ
れ
に
ふ
ハ
を
乗
じ
て
…
計
算
し
た

第
二
議
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
当
該
連
結
事
業
年
肢
の
前
連
絡
事
業
年
震
の
汗
数
で
除
し
、
こ
れ
に
六
を
乗
じ
て

計
算
し
た
金
額

問
定
め
る
金
額
の
合
計
額

第
八
十
…
条
の
十
九
第
八
項
を
削
る
。

連
結
内
合
併
に
係
る
設
合
併
法
人
又
は
残
余
財
産
が
礁
建
し
た
連
結
子
法
人
に
係
る
錨
四
項
第
二
号
及
、
び
第
二
一
号
む



第
八
十
一
条
の
一
一
十
第
三
理
中
「
第
八
十
一
条
の
九
第
六
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
九
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
の
二
十
二
第
二
項
及
び
第
八
十
一
条
の
二
十
五
第
一
寝
中
「
支
出
す
べ
き
」
及
び
「
収
入
す
べ
き
」
を
「
帰

せ
ら
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
の
三
十
一
第
一
頴
中
「
(
当
該
連
結
制
法
人
を
分
割
法
人
と
す
る
分
制
型
一
分
割
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該

分
割
問
点
分
割
の
日
の
溺
ず
る
第
十
五
条
の
一
一
第
一
一
樹
〈
漉
結
事
議
年
授
の
桝
思
議
〉
む
規
泣
す
る
灘
結
親
法
人
事
裁
年
捜
隣
始

の
日
〉
い
を
削
り
、
問
問
条
第
三
壌
中
「
及
び
第
五
十
七
条
第
一
一
朝
〈
脅
致
命
申
告
審
を
提
出
し
た
事
業
年
農
の
欠
損
金
的
繰
越

し
〉
に
規
定
す
る
合
併
類
叡
適
格
分
割
塑
分
割
後
の
解
散
」
及
び

「
会
社
更
生
法
又
は
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
む
特
梶
等

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
」
を
間
り
、

「
同
条
第
四
項
」

を
「
日
開
条
第
五
項
」
に
、

「
あ
る
の
は

「
当
該
」
を
「
あ
る

の
は
、

「
当
該
」
に
改
め
、

ーー;、

「
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
誌
一 

J

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
選

付
所
得
連
結
事
業
年
度
か
ら
欠
損
連
結
事
業
年
度
ま
で
の
各
連
結
事
業
年
史
に
つ
い
て
議
親
し
て
璃
結
確
定
申
告
持
を
提
出

し
て
い
る
場
合
陀
限
る
」
と
い
を
制
約
る
。

第
八
十
四
条
の
二
橋
一
一
機
及
が
第
八
十
六
一
条
中
「
分
社
担
分
割
い
そ
「
分
離
い
む
敬
め
る
。

第
一
一
編
第
一
一
一
章
の
章
名
、
関
章
第
一
範
の
部
名
、
問
節
第
一
款
か
ら
第
問
款
ま
で
の
款
名
及
、
口
同
章
第
ニ
節
の
節
名
を
部

。


， 

o 




る

仁

削
除

第
九
十
二
条
か
ら
第
百
ニ
十
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

鰐
九
十
こ
条
か
ら
第
百
ニ
十
条
ま
で

第
富
士
十
一
条
第
一
項
第
三
号
撤
び
に
第
一
一
頃
第
一
一
一
号
及
、
部
第
四
号
を
諮
る
。

第
百
ニ
十
一
一
条
第
一
一
績
協
汽
号
を
削
り
、
問
問
項
第
六
号
中
「
連
結
税
法
人
事
業
年
度
」

の
下
に
「
〈
第
十
五
条
の
一
一
第
一

現
〈
連
結
事
業
年
度
の
意
義
)
に
規
定
す
る
連
絡
親
法
人
事
議
年
度
を
い
う
。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
〉
い
を
、

「
経
過

ず
る
日
同
の
下
に
「
〈
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の
属
す
る
事
業
年
議
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
経
ア
の
お
の
別
法
日
か
ら

一
月
を
経
過
す
る
日
(
当
該
翠
日
か
ら
一
月
以
内
に
残
余
財
畿
の
最
後
の
分
配
又
は
引
渡
し
が
行
わ
れ
る
場
合
に
培
、
そ
の

行
わ
れ
る
日
の
前
日
〉
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
百
二
十
五
条
〈
音
色
申
告
の
承
認
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
場
合
〉

比
お
い
て
罰
じ
。
〉
一
」
を
加
え
、

出
向
号
を
同
嘆
第
五
号
と
し
、

同
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

?
第
一
段
ニ
ナ
五
条
市
中
「
又
は
第
太
号
」
を
制
的
り
、

吋
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
号
」
そ
「
つ
い
て
は
関
号
」
に
、

吋
問
項
第
七
号

又
は
第
八
号
旬
、
を
い
「
部
門
璃
鰯
六
号
叉
は
筋
七
号
」
に
改
め
る
。

ー
露
首
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
行
な
わ
れ
て
」
を 
2h
付
わ
れ
て
」
託
、

「 
V

」シ〕。

当
該
」
を
吋
こ
と
当
該
い
に



改
め
、
同
環
第
二 
可
及
び
第
一
一
号
中
ご
い
と
。
、
当
該

γ
を
同
こ
と

H

当
該
い
に
改
め
、
問
項
第
凶
吟
中
「
又
は
第
高
二
条

当
該
」
を
「
こ
と

当
該
」
に
吹
め
、
問
問
項
第
五

第
一
項
{
清
算
ゅ
の
所
得
に
係
る
予
納
申
告
)
」
を
剤
り
、

号
中
ご
」
と 
o
e
k

そ
の
い
を
ご
」
よ
そ
の
い
ピ
改
め
る
。
'
一

第
二
編
第
四
車
を
再
編
第
三
阜
市
と
す
る
ゆ

を
「
第
一
臼
一
一
一
卜
五
条
第
三
患
に
改
め
、

「
第
一
一
十
八
条
第
二
覆
」

時
現
を
ー
同
条
鶏
…
一
壊
と
す
る
。

コ」ル}。

第
‘
百
二
十
九
条
第
一
項
を
制
的
り
、
同
条
第
二
演
を
開
条
第
ィ
頃
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
行
三
十
盟
条
の
て
第
二

の
下
記
「
〈
…
史
正
通
知
審
の
記
載
事
項
〉
」
を
加
え
、

滞
留
三

二
条
の
ご
中
「
事
後
設
立
」
を
「
現
物
分
配
」
に
絞
め
、
同
条
龍
一
坊
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

合
併
等
を
し
た
法
人
又
は
合
併
等
に
よ
り
譲
渡
及
び
負
債
の
移
転
を
受
け
た
法
人

第
百
三
十
王
条
を
削
る
。

第
官
三
十
四
条
の
ニ
第
二
項
中
「
連
結
語
人
が
自
己
を
分
制
的
法
人
と
す
る
分
割
型
分
割
を
連
結
毅
法
人
事
業
年
震
(
第
十

五
条
の
一
一
第
一
項
(
議
総
事
業
年
度
の
藤
義
)
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
疫
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
で
間
約
じ
。
〉
開
始
の
弓
の
裂
日
か
ら
そ
の
終
了
の
日
ま
で
の
関
に
行
っ
た
場
舎
の
当
該
分
割
型
分
舗
の
日
の
前
日
の
縄
す

四

O 


O 


P



に

る
事
業
年
度
及
、
び
」
を
削
り
、

を
加
え
、

「
場
合
〈
」

の
下
に
「
第
十
五
条
の
ニ
第
一
事
〈
連
結
事
業
年
度
の
意
義
)
に
規
定
す
る
」

「
分
離
前
事
灘
年
度
等
い
を
長
以
清
治
事
業
年
度
」
に
改
め
、

「
当
諮
問
史
ま
の
自
の
胤
す
る
」
の
下
に
「
第
十
五

条
の
こ
第
一
墳
に
規
慨
す
る
」
そ
加
え
、
間
関
条
議
一
一
一
項
中
「
分
割
前
事
灘
年
設
等
い
を
「
敢
消
前
事
業
年
度
い
は
改
め
、

「
又
法
当
該
更
正
の
日
の
胤
す
る
い
の
下
記

「
第
十
丑
条
の
一
一
第
一
一
間
慣
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、

「
経
過
す
る
自
の
類
す
る

連
結
担
税
法
人
事
業
年
度
終
了
の 
B
の
」
を
「
経
過
す
る
日
の
」
に
、

「
連
結
親
法
人
事
業
年
度
純
了
の
日
ま
で
」
を
「
連
結

事
業
年
度
終
了
の
日
ま
で
」
に
改
め
、
需
要
第
臣
号
中
「
の
属
す
る
連
結
語
法
人
事
業
年
麗
終
了
の
日
」
を
剤
り
、

荷
号
を

を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
〈
」
に
改
め
、

「
及
び
単
体
問
譲
接
合
併
に
よ
る
解
散
」
を
隣
り
、

「
そ
の
解
散

〈
合
併
に
よ
る
解
散
の
場
合
に
拭
、

そ
の
合
併
の
日
の
前
日
〉
い
そ
「
そ
の
破
藤
李
総
開
始
の
決
能
の
お
い
に
改
め
、

関
号
・
を
陪
現
第
一
一
一
号
と
し
、

陪
識
に
第
一
時
及
び
第
一
一
号
と
し
て
次
の
一
一
脅
か
}
加
え
る
。

残
余
叫
財
産
(
連
結
法
人
の
残
余
計
財
産
を
除
く
。
)
が
確
定
し
た
こ
と

そ
の
残
余
財
産
の
確
定
の
自
の
賭
す
る
事
業

年
度
の
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
設

合
併
に
よ
る
解
散
〈
連
絡
法
人
の
解
散
及
び
単
体
問
適
格
合
併
記
よ
る
解
教
を
除
く
。
)
を
し
た
と
と

そ
の
合
併

f

問問叫 

第
六
号
と
し
、
問
項
第
三
号
を
同
議
第
五
号
と
し
、
問
項
第
二
号
を
問
項
第
題
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
解
散
〈
」

の



C 

の
呂
の
前
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
第
七
十
四
条
第
一
一
嘆
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
顛
隈

第
吾
三
十
四
条
の
二
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

普
通
法
人
又
は
協
同
組
合
等
(
連
結
法
人
を
除
く
。
)
が
公
益
法
人
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
討
の
前
日
の
属
す
る
事
業
年
産
の
第
七
十
四
条
第
一
議
の
幾
定
に
よ
る
申
告
審
の
提
出
期
限

第
百
三

関
条
の
一
一
掘
削
現
第
‘
門
守
中
「
会
社
更
生
怯
又
は
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
的
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
よ
る
い
を
知
り
、
同
署
第
一
一
号
中
「
民
事
会
内
生
法
の
規
定
に
よ
る
い
を
部
り
、
開
条
を
欝
一
点
一
一
一
十
班
条
と
す
る
。

第
一
長
ニ
十
六
条
及
び
第
吉
一
一
一
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
苔
一
一
一
十
六
条
及
が
第
一
白
一
一
一
十
七
条

鵠
ニ
繰
灘
五
慾
そ
問
問
…
繍
第
四
績
と
す
る
。

第
十
滋
一
一
一
十
八
条
鱗
九
号
中
「
生
命
採
険
契
約
、
損
得
保
険
契
約
」
を
「
加
体
験
議
法
第
二
条
第
三
現
〈
定
義
)
に
競
定
す
る

生
命
保
験
会
設
又
は
開
条
第
四
現
に
規
定
す
る
損
害
保
険
会
祉
の
締
結
す
る
保
険
契
約
い
に
改
め
る
。

第
百
回
十
二
条
中
「
益
金
不
算
入
)
い

の
下
に
寸
第
一
一
十
五
条
の
二
〈
受
贈
益
の
益
金
不
算
入
)
、
第
三
一
十
七
条
第
二

理
(
寄
約
金
の
短
税
金
不
算
入
)
」
を
加
え
、

「
及
び
第
六
十
条
の
ニ
」
を
「
、
第
五
十
七
条
第
二
軍
司
(
青
告
申
告
書
を
提
出

-~ 

/、

o 


削
除

そ
の
誠



る し
た
事
業
年
度
の
欠
損
金
の
繰
越
し
)
、
第
五
十
八
条
第
二
事
(
青
色
申
告
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
事
業
年
度
の
災
害
に
よ

る
議
失
念
の
繰
蛸
し
)
、
第
六
十
条
の
‘
ご
に
、

「
並
び
に
」
を
「
及
び
第
六
十
一
条
の
二
第
十
六
項
(
有
価
証
券
の
譲
護

議
又
は
鱗
機
関
の
益
金
又
誌
擦
金
算
入
)
並
び
に
」
に
、

「
〈
分
割
等
前
事
議
年
度
等
に
お
け
る
連
結
法
人
間
段
引
の
撰

議
)
い
そ
「
〈
完
全
支
配
鱒
係
が
あ
る
法
人
の
聞
の
取
引
の
機
議
)
い
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
一
一
条
第
一
一
環
中
「
各
事
業
年
度
」

を
「
普
通
法
人
の
う
ち
各
事
業
年
度
い
に
改
め
、

「
(
保
険
業
法
に
規
定
す

る
相
互
会
社
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
誇
く
。
)
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
間
法
人
で
あ
る
普
選
法
人
の
う
ち
各
事
業
年
産
終
了
の
時
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
第
一
一
墳
の
規
定
法
、
適
用
し
な
い
。

保
険
業
法
に
想
定
す
る
棺
窓
会
社
に
準
、
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

次
に
掲
げ
る
法
人
と
の
間
に
当
該
法
人
に
よ
る
完
全
支
担
関
係
が
あ
る
外
開
法
人

資
本
金
の
額
又
泣
出
資
金
の
額
が
五
位
徳
田
川
以
上
で
あ
る
法
人

ロ
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
立
会
社
(
前
号
に
語
、
げ
る
法
人
を
含
む
。
)

m
m

第
閥
条
の
七
〈
党
指
法
人
等
に
関
す
る
と
の
法
律
の
漉 

〉
に
規
定
す
る
受
説
法
人
〈
次
号
に
お
い
て

「
受
説
法 

/¥ 
 イ

4コ



定第
申
告

七
十
四
条
第

項
O 

確

月

以内

条同
の
しミ

~j
届
出
を
し

が
人

で
る
外

月
外第 ず的 以内

れ 国 国
務役

四
τtコ7 十な 法 法

も い 人 人 第
liP<以え で 百

供事業提 掲げ v
当 '--- 言実 係 四 

る し れ 当 る 十
で 外 な ら す 法 一O 

国 国 しミ の る 人

税
条
第法 v 

号 法内 '---

人 と 人 の
と一 守 Eコお

掲げ が 課
八しミ な 納 手見 か該当

て る る
税管 標準

第
ら

行
つ

す
る 場i口』

外
国 理
法 人 τtコ7も 法

の 人
又
は 人 の f昌 ま 

人
」
と
い
う
。
)

受
託
法
人

第
百
四
十
五
条
第
一
項
中
「
還
付
等
)
」

の
下
に

「
(
第
七
十
四
条
第
二
項
(
確
定
申
告
)

を
除
く
。
)
」

を
加
え
、
同

条
第
二
項
の
表
第
七
十
三
条
第
三
項
(
仮
決
算
を
し
た
場
合
の
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
等
)

の
項
中
「
第
四
十
六
条
」
を

「
第
二
十
三
条
の

(
外
国
子
会
社
か
ら
受
け
る
配
当
等
の
益
金
不
算
入
)
、
第
四
十
六
条
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
四
条

第
一
一
項
(
確
定
申
告
)
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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、� 

、

〈所千尋 第六十
前
鰭

税鰻等 八条

の 及び

控除 第大

十� 
:tL 
河ノ惚く

し� 3 第
編第次て百

準閤

用ず 十閤
章第

ミ二河〆俊

一
外 議ii
E議� 

八法
条人

用得 対す

税額 準る

の用

控除 に

お

と
と

つ 当
ち し

ずい な
しミ

れ� 
v 

'-

か
手
い な
B る
ま� 5 
で 又
、、，〆� 

iま
そ
の

露止

の
日
と
の

を� 
経
通
し

の
翌
ヨ
カミ
ら

完

た
自
の
首
自
と
そ
の
三Uノ士ベ

を

麗止

す
る� 

メ場〉、

}ま

当

該事業

年度終

了
の
日

，
第
宙
開
十
六
条
第
一
寝
中
平
別
総
第
間
同
意
い
な
辺
削
繍
鋪
一
一
一
章
」
に
改
め
る
α

第
百
近
ふ
れ
一
条
第
一
議
中
「
第
一
一
一
十
七
号
い
を
「
第
一
一
一
十
四
時
汚
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
九
条
第
一
、
磯
市
千
「
、
第
八
十
九
条
第
二
号
」
中
台
「
若
し
く
は
摺
八
十
九
条
第
三
号
」
に
改
め
、

「
若
し
く
は
第

百
閥
条
第
一
環
第
二
号
(
議
算
議
定
申
告
に
係
る
法
人
税
額
)
に
規
定
す
る
法
人
税
の
額
(
第
吉
条
第
一
審
〈
南
得
税
額
の

控
除
)
の
歳
定
に
よ
り
控
擦
を
さ
れ
る
べ
き
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
計
葬
を
湾
項
の
規
定
を
適
用
し

な
い
で
し
た
法
人
税
の
額
)
」
を
部
り
、

「
第
百
六
十
四
条
第
一
項
」

を

「
第
百
六
十
三
一
条
第
一
事
」
に
、

「
五
年
」

九

を
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伊
」
、

「
五
百
万
円
」
を
「
千
万
円
」

に
改
め
、

百
円
条
第
二
項
中
「
五
百
万
円
」

「
千
万
再
」

に
改
め
る
。

を

第
百
六 

A退
庁、�  

r:t 

第

十
九

「
又
は
第
八
十
九
条
」
に
改
め
、

パ

条

を

「
又
は
第
百
聞
条
第
一
一
壌
(
清
算
薩
定
申

告
)
い
を

「
二
十
万
円
い
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。

務
官
六
十
一
議
山
中
刊
二
十
万
円
い
そ
「
正
十
万
円
い
に
改
め
る
。

第
百
六
十
均
一
条
中
「
二
十
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
、
時
条
第
一
号
中
州
、
第
八
十
八
条
ん
を

「
又
は
第
八
十
八

条
」
詑
改
め
、

っ
第
百
ニ
条
第
一
一
唄
(
靖
算
山
中
の
所
得
に
係
る
予
納
申
告
)

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
〈
当
該
申
告
惑
に
係

る
期
間
獄
後
申
告
書
を
含
む
。
)

又
は
第
百
三
条
第
一
項
(
残
余
需
産
の
一
部
分
配
等
に 

る
予
約
申
告
)

の
規
定
に
よ
る
申

告
書
(
当
該
申
告
書
に
係
る
期
限
後
申
告
書
を
含
む
。
)
」
を
出
る
。

第
吾
六
十
品
二
条
を
削
る
。

第
寝
中
ハ
十
開
条
鑓
一
明
中
「
第
百
六
十
一
一
条
〈
諮
り
の
記
載
を
し
た
中
間
申
告
書
を
提
出
す
る
等
の
罪
)
」
を

「
前
条
」

立
改
め
、
開
条
を
第
百
六
十
一
二
条
、
と
す
る
。

(
相
鱗
税
訟
の
一
部
改
正
〉

第
五
条

mm

相
続
税
法
(
昭
和
て
十
五
年
法
律
第
七
十
一
一
一
号
〉

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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E日

日
次
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
七

一
条
」
に
改
め
る
。

第
一
一
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
生
命
保
険
契
約
(
こ
れ
に
類
す
る
共
済
に
鋳
る
契
約
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
」
を

「
生
命
保
険
関
約
〈
保
険
業
法
〈
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
〉
第
一
一
条
第
一
ニ
現
〈
定
畿
〉
に
焼
定
す
る
生
命
僻
棋
会
社
と
締

献
し
た
保
倹
努
約
〈
こ
れ
に
類
す
る
共
済
に
探
る
勢
約
を
含
む
。
以
下
部
じ
。
〉

そ
の
鵠
の
政
令
で
定
め
る
契
約
を
い
う
い

i伊
」
、
�
 

「
損
審
保
険
契
約
(
こ
れ
に
期
す
る
共
請
に
係
る
契
約
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
合
軒
」
を
「
携
帯
保
険
契
約
(
同
条

第
詔
項
に
規
定
す
る
損
害
保
険
会
社
と
締
結
し
た
保
挨
契
約
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
契
約
を
い
う
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
回
第
一
明
中
「
七
十
歳
」
を
「
八
十
五
歳
」
に
改
め
る
。

問
問
条
第
一
一
明
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

定
期
金
給
付
鍔
約
で
当
核
契
約
に
関
す
る
機
利
を
取
得
し
た
時
に
お
い
て
定
期
金
給
付
事
由
が
続
生
し
て
い
る
も
の
に

関
す
る
様
科
の
鏑
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
定
期
金
又
は
…
時
金
の
匹
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
よ

有
鶏
定
期
金

次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
金
額

当
一
銭
摂
約
に
閲
す
る
権
利
そ
取
得
し
た
時
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
約
す
る
と
し
た
な
ら
ば
支
払
わ
れ
る
べ
き
解
�
 

f
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約
返
…
民
金
の
金
額

口
定
階
金
に
代
え
て
一
時
金
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
当
裁
摂
約
に
織
す
る
権
料
品
化
取
持
し
た

J

時
に
お
い
て
当
紘
一
時
金
の
給
付
を
受
け
る
と
し
た
な
ら
ば
給
付
さ
れ
る
べ
き
当
誠
一
時
金
の
余
鱗

一
ハ
当
絞
契
約
に
調
ず
る
権
料
そ
取
得
し
た
時
む
お
け
る
当
該
契
約
に
基
づ
き
定
期
金
の
給
付
を
受
け
る
べ
き
残
り
の

ー
期
間
に
応
じ
、
当
核
抑
穴
約
に
基
づ
き
絵
付
を
受
け
る
べ
き
金
欄
の
一
年
当
た
り
の
平
均
額
に
、
湾
設
奨
約
に
探
る
予

定
利
率
に
よ
る
複
利
年
金
現
謡
率
〈
複
利
の
計
算
で
年
金
現
価
を
算
出
す
る
た
め
の
割
合
と
し
て
封
務
省
令
で
定
め

!
る
も
の
を
い
う
。
第
三
号
ハ
に
お
い
て

。
)
を
乗
じ
て
得
た
金
額

こ 

九
無
期
定
期
金
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
金
額

ィ
、
当
該
契
約
に
慢
す
る
権
利
を
票
得
し
た
時
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
約
す
る
と
し
た
な
ら
ば
支
払
わ
れ
る
べ
き
解

約
返
一
民
金
の
金
額

ー
ロ
い
一
定
期
金
に
代
え
て
一
時
金
の
給
付
を
受
吋
る
と
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
契
約
に
関
す
る
権
科
を
説
得
し
た

時
に
お
い
て
当
誠
一
時
余
の
給
付
を
受
け
る
と
し
た
な
ら
ば
給
付
さ
れ
る
べ
ざ
当
誠
一
時
金
の
金
額

一
れ
川
当
該
拠
約
に
関
す
る
機
創
刊
そ
取
得
し
た
時
に
お
け
る
、
当
該
興
約
に
基
づ
ざ
給
付
そ
焚
け
る
べ
ざ
金
額
の
…
年
当

空耳



や

〔

イ
四

閥

た
り
の
平
均
額
を
、
当
該
契
約
に
係
る
予
定
科
率
で
換
し
て
得
た
金
額

終
身
定
期
金

次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
金
額

当
該
組
〈
絡
に
側
関
す
る
機
利
を
取
得
し
た
時
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
約
す
る
と
し
た
な
ら
ば
支
払
わ
れ
る
べ
き
解

約
返
一
…
決
金
の
金
額

ロ
定
期
金
一
に
代
え
て
一
時
金
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
隷
約
に
関
す
る
権
利
を
敢
得
し
た

時
に
お
い
て
当
該
一
時
金
の
給
付
を
受
け
る
と
し
た
な
ら
ば
給
付
さ
れ
る
べ
き
当
該
一
時
金
の
金
額

ハ
当
該
契
約
立
間
関
す
る
権
利
を
取
得
し
た
持
に
お
け
る
そ
の
目
的
と
さ
れ
た
者
に
揺
る
余
命
年
数
と
し
て
政
令
で
定

め
る
も
の
に
応
じ
、
滋
核
抑
内
約
は
基
づ
き
給
付
を
受
け
る
べ
き
金
鯛
の
一
年
当
た
り
の
平
均
額
に
、
当
該
艶
約
に
係

る
予
定
利
率
に
よ
る
機
利
年
金
現
飯
事
中
台
乗
じ
て
得
た
金
額

第
三
条
第
一
現
第
五
号
に
親
定
す
る
一
時
金

そ
の
給
付
金
額

第
二
十
題
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
」
を
「
向
号
」
に
改
め
、

開
条
第
三
寝
中
「
低
い
方
の
」
を
「
少
な
い
」
に
改

め
、
♂
開
条
第
関
口
環
中
「
高
い
方
の
」
を
「
多
い
」
に
攻
め
る
。

第
二
十
五
条
を
取
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
一
一
十
五
条

定
期
金
給
付
契
約
(
生
命
保
践
契
約
を
除
く
。
)
で
当
該
契
約
に
出
向
す
る
権
利
を
取
得
し
た
持
に
お
い
て
定

期
金
給
付
事
由
が
発
生
し
て
い
な
い
も
の
に
関
す
る
権
利
の
錨
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
志
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
金
額
に
よ
る
。

当
該
契
約
に
解
約
涯
一
一
民
金
を
支
払
う
殺
の
定
め
が
な
い
場
合

絞
め
る
ふ
獄
州
慨
に
、
市
分
の
九
十
を
乗
じ
て
持
た
金
額

次
に
揚
げ
る
場
合
の
限
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

ロ イ

当
司
該
契
約
に
係
る
掛
金
又
は
銘
験
料
が
一
時
に
払
い
込
ま
れ
た
場
合

当
該
揺
金
又
は
保
険
料
の
払
込
国
間
接
の
持

か
ら
当
該
契
約
に
関
す
る
緩
和
を
取
得
し
た
時
ま
で
の
期
間
(
ロ
に
お
い
て

「
経
過
期
間
」
と
い
う
。
)
に
つ
き
、

当
該
掛
金
又
は
保
験
料
の
払
込
金
額
に
対
ト
レ
、
当
該
契
約
に
揺
る
予
定
制
約
惑
の
謹
利
に
よ
る
計
算
を
し
て
得
た
え
利

合
計
額

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

経
議
期
間
に
応
じ
、
当
一
様
終
識
調
関
立
払
い
込
ま
れ
た
掛
金
又
は
係
験
料
の
金

織
の
一
年
当
た
り
の
平
均
額
に
、
滋
核
抑
内
約
に
係
る
予
定
利
率
に
よ
る
績
制
約
年
金
斡
鑑
率
〈
被
利
の
一
計
算
で
年
金
総

結
を
算
出
す
る
た
め
の
都
合
と

て
期
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
)
を
乗
じ
て
得
た
金
額

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
、
当
該
契
約
に
関
す
る
権
利
を
取
得
し
た
待
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
約
す
る
と 



じ
た
な
ら
ば
支
払
わ
れ
る
べ
き
解
約
道
一
民
金
の
金
額

第
西
十
叫
条
第
三
寝
第
閤
号
中
「
〈
平
成
十
七
年
法
律
幾
百
五
号
)
」
そ
削
る
。

第
六
?
?
四
条
第

項
中
「
事
後
設
立
」
を
「
現
物
分
配
」
に
、

ご
方
の
法
人
又
は
他
方
の
」
を
「
法
人
又
は
合
併
等
に

よ
り
淑
風
波
及
び
負
債
の
移
転
を
受
け
た
い
に
、

ご
方
の
法
人
若
し
く
は
他
方
の
」
を
「
合
併
等
を
し
た
法
人
若
し
く
は
当

談
合
併
等
に
よ
り
資
産
及
、
び
負
債
の
移
転
俳
句
受
け
た
」
に
殺
め
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
五
年
い
を
「
十
年
」
に
、

「
五
一
段
万
円
」
を

「
千
万
円
」
に
改
め
、
開
条
第
一
一
項
中
「
五
百
万

円
」
を
「
千
万
白
川
」
に
改
め
る
。

鵠
六
十
九
条
中
「
正
当
の
事
由
い
を
「
正
当
な
理
由
」
に
、

「
を
そ
の
提
出
期
限
内
」
を
「
又
は
第
一
一
一
十
一
条
第
ニ
璃
の

規
定
に
よ
る
修
正
申
告
繋
を
こ
れ
ら
の
申
告
書
の
提
出
期
段
ま
で
い
に
、

「
二
十
万
円
」
を
「
五
十
万
丹
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
中
「
二
十
万
問
い
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
α

第
七
十
二
条
を
削
る
。

(
地
妬
税
法
の
一
部
改
正
〉

第
四
条

地
盤
税
法
〈
平
成
三
年
法
律
第
六
十
九
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
濁
五

L 



自
次
中
「
第
四
十
三
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
一
条
第
凶
噴
中
「
挙
後
設
立
」
を
「
現
物
分
配
」
に
、

一
郎
六

「
一
方
の
法
人 

拭
他
方
の
」
を
「
強
入
又
は
合
併
等
に

X

よ
り
資
産
及
、
び
魚
僚
の
移
較
を
一
焚
け
た
」
に
‘

該
合
許
等
む
よ
り
資
産
及
び
負
慣
の
移
転
を
受
け
た
」
に
改
め
る
。

「
一
方
の
法
人
若
し
く
は
的
方
の
い
を
「
合
併
等
を
し
た
法
人
若
し
く
は
主

第
三
十
九
条
第
一
灘
中
「
五
年
」
を
「
十
年
い
に
、

「
五
百
万
円
い
を
「
千
万 
mH」
に
改
め
、
同
条
第
一
一
職
中

円
」
を
「
千
万
円
い
に
改
め
る

信
仰
山
間

一
一
条
を
削
る
。

第

山

間

る。(
消
費
税
誌
の
一
部
改
正
)

Q

第
四
十
条
及
び
第
四
十
一
条
中
「
二
十
万
円
」
を
「
五
十
万
丹
」
に
改
め
る
。

…
…
…
条
第
一
寝
中
「
第
三
十
九
条
か
ら
第
締
十
一
条
ま
で
い
を
「
前
五
条
」
に
読
め
、
同
条
を
第

十一
 

第
五
条

消
費
説
法
〈
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
十
条
」
を
「
第
六
十
七
条
」
に
改
め
る
。

3a百
万

a

条
と
す

。




第
九
条
第
八
項
中
「
特
例
に
つ
い
て
い
を
「
特
例
及
出
第
七
項
む
嬢
定
ず
る
調
麓
対
象
固
定
資
撲
の
仕
入
れ
等
が
特
例
申

告
欝
の
提
出
に
係
る
議
税
貨
物
の
鍔
貌
地
域
か
ら
の
引
取
り
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
爵
環
の
規
定
の
適
滞
に

関
し
必
袈
な
事
項
」
に
改
め
、

同
市
慣
を
関
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
、
を
開
条
第
八
項
と
し
、
間
条
第
六
市
恨
の
次
に
次
の

一
閣
を
加
え
る
。

7

第
五
壌
の
場
合
に
お

て
、
第
問
項
の
規
定
に
よ
る
胤
出
書
を
撮
出
し
た
事
業
者
は
、
日
開
項
に
規
定
す
る
翠
翻
税
期
間

の
拐
呂
か
ら
開
設
以
後
二
年
安
経
過
す
る
告
ま
で
の
関
に
開
始
し
た
各
課
税
期
間
(
第
三
十
七
条
第
一
項
の
競
定
の
適
舟

を
受
け
る
課
税
期
間
受
験
く
。
)
山
市
に
劉
内
に
お
い
て
調
整
対
象
闘
能
資
産
の
網
開
税
仕
入
れ
又
は
鞠
整
対
象
固
定
資
産
に

該
当
す
る
課
税
紫
物
(
他
の
法
律
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
な
除
く
。
第
九
魂
及
び
第
十
一
一

条
の
一
一
第
一
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
)

の
保
税
地
竣
か
ら
の
引
取
り
〈
以
下
乙
の
項
及
、
口
問
条
第
一
一
叩
明
記
お
い
て
「
調
整
対

象
開
制
定
資
産
の
仕
入
れ
等
」
と
い
う
。
)
を
行
っ
た
場
合
〈
縄
問
項
に
規
定
す
る
政
令
で
惣
め
る
課
税
関
関
に
お
い
て
鳴

該
届
出
穫
の
提
出
品
部
に
当
該
誠
整
対
象
悶
定
資
産
の
仕
入
れ
等
を
持
っ
た
場
合
を
合
む
。
)
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
事
業
安
隣
止
し
た
場
合
を
徐
き
、
当
該
調
整
対
象
悶
定
資
産
の
仕
入
れ
等
の
日
〈
当
該
調
整
対
象
固
定
資
騒
の

仕
入
れ
等
に
係
る
第
三
十
条
第
一
一
度
各
勾
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
蒜
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
院
な
い
う
。
以
下
と
の
項
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及
村
山
第
十
三
条
の
一
一
第
一
一
明
快
に
お
い
て
悶
じ
。
)

の
騰
す
る
麟
税
期
間
の
初
日
か
ら
三
年
そ
経
過
す
る 

の
闘
す
る
諜
貌

H

期
間
の
初
日
以
後
で
な
け
れ
ば
、
第
四
壊
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
や
め
よ
う
と
す
る
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を

提
出
す
る
ニ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
謁
整
対
象
固
定
資
産
の
位
十
人
れ
等
の
口
の
属
す
る
課
税
題
関

か
ら
盟
諸
調
接
対
象
倒
定
資
産
の
仕
入
れ
等
の
詰
ま
で
の
間
に
同
現
の
規
定
の
瀧
用
授
受
け
る
こ
と
を
や
め
よ
う

と
す
る
設
を
記
載
し
た
周
到
欝
を
そ
の
納
税
地
ゆ
住
所
轄
す
る
税
務
饗
長
に
提
出
し
て
い
る
と
き
は
、
次
項
の
規
定
の
選
鰐

に
つ
い
て
は
、

そ
の
届
山
川
書
の
提
出
向
培
、
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
二
条
の
こ
中
「
第
九
条
第
圏
事
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
免
除
さ
れ
な
い
法

人
を
肌
怖
く
。
い
を
間
り
、

「
こ
の
条
い
を
ご
」
の
項
及
び
次
環
い
仁
、

事
業
年
度
〈
い
を
「
事
業
年
擦
に
含
ま
れ
る
各
競

税
期
間
〈
第
九
糸
川
第
削
現
の
規
定
に
よ
る
脇
山
山
欝
の
擁
出
に
よ
り
、

又
は
い
に
、

「
又
は
鵠
条
第
…
現
」
品
化
「
若
し
く
は
議

条
第
一
項
い
に
、

「
事
業
年
躍
を
い
を
「
課
税
期
間
を
-
に
改
め
、
持
条
に
次
の
一
一
項
を
加
え
る
。

2
前
項
の
薪
設
法
人
が
、
そ
の
基
準
棄
問
問
が
な
い
事
業
年
震
に
含
ま
れ
る
各
課
税
期
詞
(
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
課
税
期
聞
を
除
く
。
)
中
に
調
整
対
象
悶
定
資
産
の
仕
入
れ
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
新
設
法
人
の

当
識
調
整
対
象
溜
定
資
藤
の
位
九
れ
等
の
ほ
の
隅
ず
る
親
税
期
縮
か
ら
当
該
課
税
期
間
の
初
日
以
後
三
年
後
縦
渦
ず
る 
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(十 

の
属
す
る
課
税
期
間
ま
で
の
各
課
税
期
間
(
そ
の
議
機
期
間
に
お
け
る
謀
説
売
上
鴎
が
千
万
円
安
謡
え
る
課
税
期
間
及
び

第
九
条
第
罷
積
の
規
定
に
よ
る
胤
出
書
の
提
出
に
よ
り
、

又
は
第
十
一
条
欝
コ
一
一
境
若
し
く
は
第
四
項
、
前
条
第
一
一
鳴
か
ら

第
一
一
一
現
ま
で
若
し
く
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
畿
務
が
免
除
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
課
税
期
間
を
除

く
。
)
に
お
け
る
関
税
資
産
の
譲
渡
等
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
一
唄
本
文
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

前
壌
に
規
定
す
る
鯛
鞍
対
象
間
定
資
藤
の
仕
入
れ
等
が
特
例
申
告
惑
の
提
出
に
係
る
課
税
貿
物
の
保
税
地
域
か
ら
の
引

取
り
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
問
項
の
規
定
の
議
用
に
闘
し
、
必
要
な
事
寝
誌
、
政
令
で
定
め
る
。

第
十
五
条
第
十
一
一
境
中
吋
第
八
項
い
そ
早
期
九
項
い
託
、

「
第
五
項
」
を
「
第
七
現
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
第
五
項
中
「
筋
一
一
慣
例
」
を
「
第
鴎
現
」
に
改
め
、
問
項
を
開
条
第
七
項
と
し
、
開
条
第
四
現
中
「
第
一
…
噴
い

を
「
第
四
現
」
に
改
め
、
問
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
詞
条
第
三
犠
を
同
条
第
五
墳
と
し
、

「
第
一
一
境
」
に
改
め
、
同
項
を
開
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
一
細
川
の
次
に
次
の
一
一
項
を
加
え
る
。 

条
第
二
項
中
平
問
項
」
を

前
市
恨
の
規
定
の
瀧
尽
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
揚
げ
る
場
合
同
九
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
期
間
は
、
持
項
の
輝
定
に
よ
る
属
出
欝
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

G

た
だ
し
、
当
該
事
業
者
が
事
業
を
間
開
始

し
た
自
の
羅
す
る
課
統
制
期
間
そ
の
強
の
政
令
で
定
め
る
謀
説
顛
謂
か
ら
問
項
の
規
定
の
遥
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

四
九
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当
該
組
出
掛
一
一
聞
を
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
の
罷
り
で
な
い
。

…
ー
当
誠
事
業
者
、
か
第
九
条
第
七
墳
の
規
定
の
遊
間 

授
受
け
る
者
で
あ
る
場
合

m

一一

部
門
叫
引
に
規
定
す
る
調
整
対
象
認
定
資
蕪

の
仕
入
れ
等 
mw
告
の
属
す
る
課
税
制
刑
聞
の
初
れ
れ
か
ら

以
後
三
年
を
経
過
す
る 

の
濡
す
る
課
税
期
間
四
の
拐

E

日
ま
で
の
期
間

当
該
事
業
者
が
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
新
設
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
需
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と

問
項
に
灘
定
ず
る
調
盤
対
象
悶
定
資
産
の
投
入
れ
等
の
刊
の
属
す
る
課
税
期
間
間
の
初
日
か
ら
同
日
以
後
一
一
一
停
を
経

渦
す
る
日
の
織
す
る
課
税
期
間
の
初
日
の
前
門
お
ま
で
の
期
間

前
現
各
時
に
規
定
す
る
事
業
者
が
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
設
当
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号

に
規
定
す
る
調
整
対
象
患
定
資
産
の
仕
入
れ
等
の
日
の
罵
す
る
課
税
期
間
の
初
自
か
ち
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
ま
で
の
間
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
そ
の
納
税
地
を
一
所
轄
す
る
説
務
署
長
に
慢
出
し
て

い
る
と
き
は
、
持
壊
の
議
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
の
溜
出
替
の
提
出
は
、
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

相
府
一
二
十
七
条
の
一
一
鰐
…
壊
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
…

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
際
条
第
一
一
項
の
縞
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

の
前


